
水道事業の広域連携について 

１．広域連携の背景 

① 水道法の一部改正（令和元年 10月 1日施行）水道基盤の強化を図る

  「県及び市町村は、水道事業者等の間の広域的な連携を推進するよう努めなければ

ならない」 

② 茨城県水道ビジョン（令和 4年 2月策定）広域連携の推進を位置づけ

  「将来 30 年後は県内水道事業を一元化し、1 県 1 水道（事業統合）を目指す」 

③ 茨城県水道事業広域連携推進方針（令和 5年 3月作成）

２．広域連携の目的 

人口減少に伴う料金収入の減少や、老朽化施設の更新に伴う膨大な費用、

水道事業を支える人材不足等への課題に対して、市町村単独での対応、運営

することは限界があるため、将来にわたり水道サービスを持続可能なもの

とするためには、水道施設の効率的運用、経営面でスケールメリットの創出、

人材の確保などを可能とする広域連携の推進が有効とされている。 

３．県中央広域圏構成団体見込み：14団体（9市３町１村１企業団） 

水戸市、石岡市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、常陸太田市、那珂市、 

かすみがうら市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村、城里町、 

湖北水道企業団 ※○○は新規加入団体     【現在の構成団体図】 

かすみがうら市議会 産業建設委員会資料 

令和 6年 11月 5日 上下水道部上下水道課 
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４．広域化された場合の水源 

５．広域連携のメリット・デメリット 

メリット

・県中央契約水量の増による受水費基本料、使用料単価の減が見込まれる。

・浄水場等の施設統廃合により維持管理費、動力費、施設更新費の減が見込

まれる。（県中 48施設→22施設） 

・広域化事業、運営基盤強化事業に国交付金が交付される。(交付率 1/3)

・災害時、緊急時における断水、大規模漏水において広域連携による対応が

可能になる。

デメリット 

・協定団体が少ない又は契約水量が増加しないという場合に受水費の減額

幅が少なくなる。

・全水量を県水にした場合の災害等における水の供給が懸念される。

（広域連携により給水可能な団体から対応が可能）

（自己水を確保することも可能）

・議会が県議会となることから、各団体単位の意見が通りにくくなることが 

想定される。 

新治浄水場廃止

段階的に井戸水→県水へ切替え

広域化における今後の形態

Ｒ１８～　　６７００㎥
段階的に県水へ
切替え

県西用水

４６００㎥

県中央用水

２１００㎥

地下水

６０００㎥

基本料金１８５０円　使用料６１円 基本料金２０２０円　使用料６５円

6700㎥＋井戸→県水切替分

段階的に井戸水→県水へ切替え
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議 会 等 説 明
最終確認

検討・調整研究・検討

水道事業の広域連携：経営統合（経営の一体化）等に向けた主な流れ（案）
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～R16

国交付金（広域化） ～R16

各水道事業（別会計）

各用供事業（別会計）

「経営の一体化」大枠合意後の主な手続き（想定）
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